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                農林水産省九州農政局 消費・安全部 消費生活課 
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「しまかぜ－食育アイランド通信－」は九州地域で様々な食育に取り組む方々の情報発信と

ネットワークづくりを支援するためのメールマガジンです。 

【１】九州農政局からのお知らせ 

〇「新しい時代の食育を考える 食育推進フォーラム2021」開催のご案内 

〇第 17回食育推進全国大会の開催地の決定について 

〇令和3年度食料産業・6次産業化交付金のうち「地域での食育の推進事業」の要望調査が

始まりました 

〇全国各地の創意工夫のある地産地消や国産農林水産物消費拡大の取組を表彰 

〇食品事業者の皆さんへお役立ち情報をお届けします 

〇「花いっぱいプロジェクト2021」開始！ 

〇新型コロナウイルス感染症対策情報について 

〇九州農政局「消費者の部屋」特別展示について 

【２】食育一口メモ  

【３】編集部からのお知らせ 

〇「九州の食育のひろば」に関する情報提供のお願い 

〇教育ファームのご紹介 

〇子供食堂に関する情報提供のお願い 

********************************************************************************** 

【１】九州農政局からのお知らせ 

〇「新しい時代の食育を考える 食育推進フォーラム2021」開催のご案内 

「SDGs」「ウィズコロナ」「リモート」「多様な暮らし」など新しい時代を迎え、食育も新

たな取組を展開していく必要があります。このフォーラムではそうした新しい時代の「食育」

と、その実践につながる仕組み作りについてオンライン・デジタルを活用した食育の先進的

な事例の紹介やパネルディスカッションを行います。 

また、新たに設立する「全国食育推進ネットワーク」（みんなの食育）についてご紹介しま

す。是非ご参加ください。 

【開催日時】令和3年2月 16日（火）13：30開場、14：00開演、16:00終了 

【開催場所】アットビジネスセンター東京駅八重洲通り604号室 

〒104-0032 東京都中央区八丁堀1丁目9-8 八重洲通ハタビル6階 

【対  象】食育を推進する企業、団体、自治体、個人の方など 

【参加方法】 会場にお越しいただくほか、オンラインでの参加も可能です。 ※当日はZOOM 

を使って配信します。オンラインでの参加をご希望された方にはシステムへの招

待メールをお送りします。 

【定  員】会場／50名 オンライン／500名（いずれも先着順） 
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【申込方法】下記ホームページ（専用フォーム）よりお申込みください。 

【締  切】令和3年2月 15日（月）※定員に達した際は事前に締め切る場合があります。 

※詳しくは、以下のURLから農林水産省ホームページをご覧ください。 

https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/s_tayori/forum/2021.html 

〇 第 17回食育推進全国大会の開催地の決定について 

農林水産省は、毎年6月の「食育月間」に関連する取組の一層の充実を図るため、令和

4年度の全国的な取組として、愛知県との共催により第17回食育推進全国大会を開催す

ることとしました。 

  ※詳しくは、以下のURLから農林水産省ホームページをご覧ください。 

 https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/hyoji/210205.html 

〇 令和 3 年度食料産業・6次産業化交付金のうち「地域での食育の推進事業」の要望調査が

始まりました 

食文化の継承や農林漁業体験機会の提供、和食給食の普及など、食や農林漁業への理解を

深めるために地域で取り組む食育活動を支援します。 

調査期間は、都道府県によって異なりますが 2 月中旬を期限に、都道府県に計画書を提

出していただくことになります。 

【事業名】食料産業・６次産業化交付金 地域での食育の推進事業 

・ 都道府県、市町村、民間団体等の食育活動を支援します。 

・ 都道府県を通じた申請・交付となります。 

・ 対象経費の１／２以内の額を交付します。 

   ※詳しくは、以下のURLから農林水産省ホームページをご覧ください。 

https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/youboutyousa/r03.html 

〇 全国各地の創意工夫のある地産地消や国産農林水産物消費拡大の取組を表彰 

全国地産地消推進協議会は農林水産省とともに、令和 2 年度地産地消等優良活動表彰を

主催し、各賞の受賞者を決定しました。表彰式は令和3年2月 12日（金曜日）１３時か

らリモート形式で開催します。 

  ※詳しくは、以下のURLから農林水産省ホームページをご覧ください。 

https://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/renkei/210118_16.html 

〇 食品事業者の皆さんへお役立ち情報をお届けします 

～食品管理の参考動画を作成しました～ 

農林水産省は、食品表示の充実や適切な表示等を通じ、食品に対する消費者の信頼を確保

するため、食品関連事業者を対象に3つの動画を作成しました。 

※詳しくは、以下のURLから農林水産省ホームページをご覧ください。 

https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/hyoji/210129.html 

〇 「花いっぱいプロジェクト2021」開始！ 

   農林水産省は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で需要が減少している花きの需要 

を喚起するため、「花いっぱいプロジェクト2021」を開始します。新しい生活様式に花き

を取り入れて、日々の暮らしをより豊かなものにしていきませんか。 

※詳しくは、以下のURLから農林水産省ホームページをご覧ください。 

https://www.maff.go.jp/j/press/seisan/kaki/210129.html 

〇 新型コロナウイルス感染症対策情報について 
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1．農林水産省ホームページでは、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けた農林漁業者

や食品関連事業者の方々向けに、支援の内容をより探しやすく整理した専用ページを設け

ています。このたび、令和２年度第3次補正予算成立を受けて内容を更新しました。 

   ※詳しくは以下のURLから農林水産省ホームページをご覧ください。 

   https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/support.html 

2．新型コロナウイルス感染症に関する対策やお願いについて、農林水産省ホームページ

へまとめています。詳しくは、以下のURLから農林水産省ホームページをご覧ください。 

https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/index.html 

〇 九州農政局「消費者の部屋」特別展示について

九州農政局「消費者の部屋」では、食料・農業・農村に関する各種施策情報の提供や普 

及啓発を行っています。2月からは、以下のテーマの特別展示を行います。 

【展示期間】 

〇2月 8日～2月 19日「九州のトップランナー」 

「強い農林水産業」、「美しく活力ある農山漁村」の実現に取組む、九州管内の先進的な

優良事例を「九州のトップランナー」として紹介します。 

〇2月 22日～3月 5日「ご存じですか？地理的表示（ＧＩ）」 

地理的表示（ＧＩ）保護制度に登録された産品について、パネル、チラシ等により紹介

します。 

【展示場所】 

  熊本地方合同庁舎A棟1階 消費者の部屋 

   フードパル熊本「熊本市食品交流会館」（熊本市北区貢町581-2） 

※詳しくは、以下のURLから九州農政局ホームページ「消費者の部屋」をご覧ください。 

http://www.maff.go.jp/kyusyu/syohianzen/syokunoanzenansin/syouhisya/syou

hisya.html 

********************************************************************************** 

【２】食育一口メモ 

〇 食事マナーも食育のひとつです 

食事をする際に、前後のあいさつをおろそかにしたり、ひじをついたり、口にものをいれ

たまま話したりしていませんか？こうしたマナー違反は、食事を作ってくれた人や、一緒に

食べてくれる人を不快にさせてしまいます。子どもに間違った食事の仕方を伝えてしまう

ことにもなるので、自身の食事マナーを見直すことは食育の観点からも大切なことだとい

えます。 

大人でも守れていない人が多いといわれる食事マナーに、箸の使い方があげられます。箸

をきれいに持てないと、見た目の印象が悪いだけでなく、魚をきれいに食べられないことが

魚嫌いにつながったり、犬食いや迎え舌の習慣が身についてしまったりするおそれがありま

す。正しく持てるようになるだけで、こうしたリスクを避けることができるので、ぜひ、正

しい食事のマナーを身につけて、その意義を子どもにも伝えていきましょう。 

［aff  2020.6］ 

  ※ 箸の持ち方について詳しくはこちら 

 https://www.maff.go.jp/j/pr/aff/1605/spe2_02.html ［aff 2016.5］ 

********************************************************************************* 
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【３】編集部からのお知らせ 

〇 「九州の食育のひろば」に関する情報提供のお願い 

九州農政局ホームページ「九州の食育のひろば」では、九州各地で開催される食育イベ 

ント、親子料理講座、伝統料理講座、農林漁業体験講座、見学可能な食品工場、市場等につ

いてご紹介させていただきます。是非、情報をお寄せいただき、食育の普及啓発にご協力く

ださい。また、皆さまが開催されたイベント、講座の様子、参加された方の感想等について

もご紹介させていただきますので、あわせて情報のご提供をお願いいたします。 

※「九州の食育のひろば」に関する詳しい情報は、以下のURLから九州農政局のホームペ

ージをご覧ください。 

http://www.maff.go.jp/kyusyu/syohianzen/hiroba/hiroba.html 

〇 教育ファームのご紹介 

教育ファームとは、一時的なイベントではなく、農林漁業者の指導を受けながら、大人も

子どもも一連の農作業などを体験することで、「食生活が自然の恩恵の上に成り立っている

ことや食に関する人々の様々な活動に支えられていること等に関する理解を深める」など

の効果が発揮される農林漁業体験活動です。 

九州農政局ホームページ「九州の食育のひろば」では、農林漁業体験のできる施設をご

紹介していますので、以下のURLから九州農政局のホームページをご覧ください。 

http://www.maff.go.jp/kyusyu/syohianzen/hiroba/kyoikufarm/kyoikufarm.html 

〇 子供食堂に関する情報提供のお願い

子供食堂と連携した地域における食育の推進を図るため、子供食堂に関する情報の発信を

行っています。皆様の身近なところで、子供食堂の取組を行っている団体等があればご紹介

をお願いいたします。 

※詳しくは、以下のURLから農林水産省のホームページをご覧ください。 

http://www.maff.go.jp/j/syokuiku/kodomosyokudo.html 

********************************************************************************** 

【編集後記】 

編集部からのお知らせにも記載していますが、皆様が開催されたイベントや農業体験の

様子等、食育に関する活動の情報を随時募集しています（動画もOKです）。ご提供して

いただいた情報は九州農政局ホームページの「食育のひろば」でご紹介することもありま

す。コロナ禍で今は難しいのですが、今後、要望がありましたら職員が取材等に出向くこ

とも可能です。コロナ禍で工夫されている食育活動等を発信してみませんか？興味がある

方はお気軽にお問い合わせください。   

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

九州農政局「九州の食育のひろば」の窓口・問い合わせ先 

窓口・問合せ先：九州農政局消費・安全部消費生活課 

住所：熊本市西区春日2丁目10番 1号（熊本地方合同庁舎A棟） 

電話：096-300-6353 ファクス：096-211-9700 

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

※情報の提供、配信先の変更・配信停止などは、次のE-mail アドレス宛お知らせください。

E-mail  s-island-kyushu@maff.go.jp  


